
タブレット端末使用規程 
安来市立伯太中学校 
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市より１人に１台貸与されている端末は、みなさんの学びをよりよくするためのものです。 

ルールを守って安心・安全・効果的に活用していきましょう。 

卒業時や転出時に返却するまで、大切に使いましょう。 

① 授業、生徒会活動、家庭での学習のみに 

使用する。 

② 貸与されている生徒本人のみ使用し、 

端末を他者に貸したり、使わせたりしない。 

③ 自分のIDやパスワードは、絶対に他者に 

知られないようにする。 

１．使用目的、使用者 

中学校と自宅のみ 

（特別な事情がある場合は事前に学校に相談） 

２．使用場所 

① 必ず両手で持ち、持ったまま走ったり、 

地面に置いたりしない。 

② 登下校の時は、かばん（教科書や端末が 

傷みにくいもの）の中の教科書類の間に入れ、

落としたり衝撃を加えたりしないよう気を 

つける。登下校中は鞄から出さない。 

③ 画面は必ず指かタッチペンで操作する。 

④ 水分がかからないようにし、湿気の多い 

ところで使わない。日光が直接あたるところ、

ストーブなどの暖房器具や磁気の近くに 

置かない。 

④ 他の機器と接続しない。 

３．取扱注意事項 

① 長時間使わず、３０分ごとに目を休める 

など、休憩しながら使う。 

② ７時から２２時以外は使用しない。 

③ 睡眠時間を十分取り、健康に過ごすため 

にも、就寝３０分前は使わない。 

４．使用時の注意点 

① 付属の充電器または家庭の充電器を 

用いて、自宅で十分に充電し、学校に持参 

する。 

 ※ケーブル端子･･･USB TypeC  

※充電器   ･･･５Ｗ以上 

② 授業で使う時は机の上、使わない時は 

保管庫、家庭では保護者の目の届く場所に 

置く。 

５．保管 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 自分や他者の個人情報（名前、住所、 

電話番号、画像、学校名など）は、絶対に 

インターネット上に掲載しない。 

② カメラで人物を撮影・録音するときは、 

必ず相手の許可をとる。 

③ インターネット上の情報を活用する場合、

必ず引用の形をとり、どこから引用したかを

明記する。 

④ 他者が作った作品等をまねしたり、勝手に 

使ったりしない。 

６．個人情報、著作権 

 

① カメラは、授業などで許可された場合に 

 のみ使い、撮影・録音が禁止されている所 

では絶対に使用しない。 

② 学習目的のみの使用のため、インター 

ネット上のコンテンツへの書き込みや画像の

アップロードはしない。 

③ 他の生徒と共同で編集したり、デジタル 

ホワイトボードや掲示板アプリなどを使う 

時に、マナーや法律に反することや、他者を 

傷つけたりいやな思いをさせたりすることは

絶対にしない。 

③ チャットやコメントは、授業など、許可 

された場でのみ使い、部活動や私的な連絡 

には使わない。 

④ 作成したデータや、インターネットから 

取り込んだデータ（写真や動画など）は、 

学習活動に関するものだけ 

「Googleドライブ」に保存し、 

端末本体には保存しない。 

 

 

７．禁止事項 

 

 

 

① 端末を破損、汚損、紛失した場合はすぐに 

 学校に報告し、「破損・汚損・紛失届」を 

提出する 

（状況により保護者に修理等の費用負担を 

求める）。 

② 端末に不具合が生じ、再起動しても正常に 

動作しない場合は、すぐに学校に報告する。 

③ ネット利用には制限がかけられ、使用履歴

が管理されているが、あやしいサイトに入っ

てしまったときは、すぐに画面を閉じ、保護

者と学校に報告する。 

８．破損、汚損、紛失、故障など 

 

みなさまへ 

 

学校では、この規定をもとに、学びの充実に 

向けた指導を行います。 

ご家庭でも内容をご理解いただき、責任を 

もって管理にご協力くださいますようお願い 

いたします。 

 

生徒のみなさんの心身の安全を確実に守る 

ために、この規定が守られないときには、 

端末の使用を停止する場合があります。 

 

故意または過失等により、端末が使用でき 

ない状態になった場合は、保護者の方に修理等

の代金をご負担いただくことがありますので、

十分ご注意ください。 


